
こども家庭ソーシャルワーカー
ソーシャルワーク研修

受講者募集

１限目 9:00 ～ 10:30
２限目 10:45 ～ 12:15
３限目 13:00 ～ 14:30
４限目 14:45 ～ 16:15
５限目 16:30 ～ 18:00

時
間
割

2026.4.15 5.20募 集 期 間 水 水

2026.6.3 9.12研 修 期 間 水 土

合計
97.5時間

演習日程
2026年 8月1日（土） / 8月8日（土） / 8月22日（土） / 
8月29日（土） / 9月5日（土） / 9月12日（土） / 
※実践的能力の習得を目的とするため、全て集合形式（対面）で実
施し、オンラインでの受講には対応しておりません。

ソーシャルワークの理論と方法（計6日）
2026年 6月3日（水） / 6月10日（水） / 6月17日（水） / 
6月24日（水） / 7月1日（水） / 7月8日（水） 

地域福祉と包括的支援体制（計3日）
2026年 7月15日（水） / 7月22日（水） / 7月29日（水）

※講義および演習は4～5コマを実施します。
※原則として遅刻および欠席は認めておりません。すべての講義および演習に参加が可能なことをご確認のうえ、
お申し込みください。

現地にて参加
演習

計6日 / 39時間

現地 または Zoomで参加
講義

計9日 / 58.5時間

資格取得の流れや研修概要は次ページへ

講義・演習会場　株式会社 よんくる 〒771-0204 徳島県板野郡北島町鯛浜中須4番地2

本研修は、こども家庭ソーシャルワーカー認定資格制度に基づきソーシャルワーク研修（3号研修）として
相談支援、ケースワーク、他職種・他機関連携に関する専門的知識および実践的能力の向上を目指します。

一般財団法人日本ソーシャルワークセンター認定
研修認定番号 2026-3-01



こども家庭ソーシャルワーカーとは
こども家庭ソーシャルワーカーは、こども家庭福祉の様々な場所･立ち位置で活用・実践できるためのソーシャルワーク
を専門的に学ぶことで、こども家庭福祉に係る支援の専門性の担保を目指します。児童相談所の児童福祉司や、市区町
村こども家庭センターの統括支援員などの任用要件の一つとしても位置付けられています。こども家庭ソーシャルワー
カーは2024年度から始まった新しい資格で、こどもや家庭のそばにあるさまざまな場での活躍が期待されています。

日本ソーシャルワークセンターHPにてお申し込み手順を詳しく
ご確認の上、「manaable」を通してお申し込みください。
※日本ソーシャルワークセンターHP　https://www.jswc.or.jp/index.html
※manaable　https://jswc.manaable.com/
※日本ソーシャルワークセンターで使用しているmanaableは、こども家庭ソーシャ
ルワーカー認定資格専用サイトです。他の資格等で使用しているmanaableに登
録していても、ログインできません。

※受講要件審査料として、受講料とは別に2万円（税込）を日本ソーシャルワーク
センターへお支払いいただきます。

研修受講料   200,000円（税込）申込方法    研修管理システム「manaable」から申込！

募集期間   2026年 4月15日（水）～5月8日（金）
募集定員は15名（最少催行人数：６名）で、先着順となります。
※最少催行人数に満たない場合の開催可否は、募集締切後速やかに決定し、受
講申込者に通知します。
※定員に達した際には申込期間内であっても申込を締め切る場合があります。

支払期日    2026年 5月20日（水）
※教材費（テキスト代）は受講料に含まれません。
※受講決定後、受講者の都合による受講辞退（キャンセル）
があった場合であっても、受講料の返金は行いません。
※支払期日までにご入金が確認できない場合、受講をお断
りする場合があります。
※ただし、主催者の都合（最少催行人数に満たない場合を
含む）により研修を中止した場合は、既に納入された受講
料は全額返金します。

支払方法    銀行振込

阿波銀行　松山支店　普通　1057418

一般社団法人 SHIKOKUDesign 代表理事 櫻井基也

※振込手数料はご負担いただきますようお願いいたします。

ｲｯﾊﾟﾝｼｬﾀﾞﾝﾎｳｼﾞﾝ　ｼｺｸﾃﾞｻﾞｲﾝ　ﾀﾞｲﾋｮｳﾘｼﾞ　ｻｸﾗｲﾓﾄﾔ

研修概要

注意事項
受講に際して、日本ソーシャルワークセンターによる受講要件審査にて「承認」を
受ける必要があります。事前に日本ソーシャルワークセンターHP
（https://www.jswc.or.jp/flow.html）にて受講要件を満たすかご確認ください。

資格取得のルートは、第1号から第4号までの4つです。それぞれのルートによって、所持している資格、児童福祉に係る相談援助実務経
験、機関種別や職種、経験年数等が定められています。日本ソーシャルワークセンターHPに、各ルートの「資格取得の流れ
（https://www.jswc.or.jp/flow.html）」を掲載していますのでご参照ください。各ルートで定められた研修を修了した後、資格認定試
験に合格し、資格登録を経て、こども家庭ソーシャルワーカー認定資格が取得できます。

本研修は、こども家庭ソーシャルワーカー認定資格の
取得に必要な研修の一部として位置づけられるもの
であり、本研修の修了のみをもって、こども家庭ソー
シャルワーカー認定試験の受験資格が得られるもの
ではありません。認定試験の受験にあたっては、本研
修（ソーシャルワーク研修）の修了に加え、別に定めら
れた指定研修★を修了することが必要です。

本研修は第3号「こども家庭福祉 実務経験者ルート」の方を対象とした研修です。
第1、2、4号ルートの方は対象外となりますので、ご注意ください。

一般社団法人 SHIKOKU Design

　 088-679-1899（平日9:00～18:00）
　 office@shikoku-design.or.jp

〒771-0204　徳島県板野郡北島町鯛浜字中須4番地2

日本ソーシャル
ワークセンターHP

お
問
い
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資格取得の流れ

こども家庭ソーシャルワーカー資格登録

資格認定試験

指定研修★

本研修
（ソーシャルワーク研修）

第3号

こども家庭福祉 実務経験者ルート

指定施設において
主として 児童福祉に係る
相談援助業務を 4年以上

社会福祉士・精神保健福祉士 有資格者ルート

社会福祉士・精神保健福祉士 有資格者ルート

第2号

第4号 保育所等 保育士ルート

本研修対象外

第1号


